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はじめに

「人・農地プランから地域計画へ」が農政
の焦点になっている。その取組みの問題点と
課題を地域の事例に探るのが本調査の目的で
あり、広島県三次市の事例を取り上げた。広
島県は、取組みが最も困難を極めるであろう
中山間地域が多く、かつ集落営農の先駆的な
取組みをしてきた地域であることが選択理由
である。

Ⅰでは広島県や三次市の農業の概況と課題
を概観する。次いで、三次市の集落営農法人
の展開と関わらせて四つの事例をとりあげ、
Ⅱ〜Ⅴではその事例調査の結果を報告した。
以上を踏まえて、Ⅵで小括を行う。

Ⅰ . 広島県の概況と課題

1. 広島県の農業と農政

（1）広島県の農業
広島県「広島県の農林水産業」

（2022 年 4 月）により 2020 年セン
サスにおける同県農業の位置をみ
る。

①農家戸数は16位と高い方だが、
個人的経営体における主業的経営
数は 33 位と低く、副業的経営体数
が多い（全国の 64.0%に対して広
島県は 78.7%）。

②耕地面積は全国 26 位と農家戸数よりか
なり低く、1 経営体当たり面積は 1.3haで全
国 34 位と低い。耕地利用率は 91.3%で全国
46 位、荒廃農地面積は全国 13 位。

③農業従事者数（個人的経営体）では 65
歳以上が 52.5%を占め全国 2位、女性が
49.4%を占め全国 9 位。基幹的農業従事者の
うち 65 歳以上は 69.6%を占め、全国 4 位。

④農業産出額は全国29位で、果実（14位）、
畜産（16 位）が健闘している。米は 24 位で
水田面積と同位になっている。全国的位置と
しては水田と米の占める比重がやや高い。

農業産出額とその構成の推移をみたのが図
1 である。農業産出額は 89、90 年代に比す
れば 21 世紀には 8 割程度に落ちたが、1
千億円程度を維持している（2010 〜 2015 年
には 14%ほど伸びたが、その後は横ばい）。

図 広島県の農業産出額 億円 と構成

農業産出額 右 米 野菜 畜産 その他

注「農業所得統計」による

図 1　広島県の農業産出額 ( 億円 ) と構成 (%)
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構成をみると、2000 年までは米が 30%台を
占めていたが、21 世紀には 2 割程度に下がっ
た。代わって割合を高めたのが野菜である

（畜産は 2010 〜 2015 年には金額にして 35%
も伸ばし、割合を 46%まで高めたが、2020
年には元に戻った）。2010 年以降も米が 230
億円、20%程度を維持しているのが注目され
る。米 20%という割合は全国平均的である。

「その他」は果樹が主である。

（2）広島県農政
広島県は「2025 広島県農林水産業アク

ションプログラム〜生産性の高い持続可能な
農林水産業の確立」（2021 〜 2025 年度）に
基づいて農林水産政策に取り組んでいる。う
ち農業政策は、①地域の核となる企業経営体
の育成、②スマート農業の実装等による生産
性の向上、③新規就農者等の新たな担い手の
確保・育成、④担い手への農地集積と基盤整
備、⑤中山間地域農業の活性化、を掲げてい
る。

これらの目標は一見、国の農政の引き写し
に見えるが、実は深刻な県内農業の課題を集
約している。①については、農家の減少率が
全国トップの水準であり、集落営農の取組み
も一段落してしまった後で、県農業の担い手
として企業的経営体の育成を核にせざるを得
ない事情がある。後に事例にみるように、各
地域に新たな法人が立ち上げられていること
にもそれが現れている。一口で言えば、「も
うかる経営体」「食っていける経営体」をい
かに増やすかである。

②については、敢えて「新たな視点」を強
調している。すなわち「県として推進する品

目を重点品目に限ることなく、担い手や産地
の戦略に基づいた生産振興に取り組んでい
く」としている。要するに県が上から品目指
定するのではなく、担い手・産地の取組みに
寄り添う姿勢への転換である。

③については、雇用農業者の項目が立てら
れ、農業法人が求める人材を県農業技術大学
校や農協等の関係団体の連携で育成する。

④については、とくに園芸用農地について
先行事例を横展開して県内全域で集積を推進
する。

⑤については、「農業法人同士や近隣の担
い手等が連携することで、更なる経営の効率
化を図ります」としている。

以上、太字は筆者がつけたものだが、それ
をつなぐと、企業的経営・雇用農業者・担い
手と産地戦略、園芸農地集積となり、主とし
て畑作向けである。

それに対して第二の軸は農業法人同士・担
い手連携で、これまで広島県が先駆的に追跡
してきた集落営農育成の今日版であり、これ
は水田向けである。

広島県農政は一貫して集団育成に力を入れ
てきた。1978 年からの地域農政期には地域
農業集団育成事業、88 年から集落型農業生
産法人育成事業に取組み地域ぐるみの任意組
織の法人化を促進した。2000 年度の集落営
農法人は 10 だったが、05 年には 74、2010
年には 205、15 年には 264 で、一時は 280 ま
でいったが、統合したりして 2021 年には
270 になっている。

なお県集計によれば集落営農法人が占める
経営面積割合（県集計による集落法人経営面
積をセンサスの総農家の経営面積で除した）
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は、2005 年 5.0%、2010 年 13.4%、2015 年
19.8%と高まり 2020 年には 28.2%と 3 割弱に
達している。水田面積のみをとればウエイト
はさらに高まろう。集落法人の実経営面積は
2020 年に 7,051haに達して以降は横ばいで、
センサスの経営面積の大幅減少がシェアを高
めている。

現在は連携を通じて集落営農法人をいかに
持続させるかが課題で、県農林水産局就農支
援課は「広島県集落営農法人連携等事例集」

（2022 年 3 月）を作成し、連携のあり方を、
法人合併、ゆるやかな法人間連携、ゆるやか
な法人間連携（JAが事務局）、連携法人の設
立、連携法人の設立（JAも出資）、連携法人
の設立（関連企業も出資）の 3 〜 6 パターン
に分け、それぞれ事例を紹介している。

このように畑作向け、水田向けの二軸で課
題にチャレンジしようとしているが、後に見
る事例には第一軸と第二軸の交差、すなわち
集落営農法人（連携法人ではない）と企業的
経営の連携も模索されている。

（3）農地と農地中間管理機構
①農地
2015 〜 20 年センサスで広島県の動向をみ

ると、まず農家減少率が総農家 20.0%（全国
18.9％）、販売農家 25.9%（全国
22.7%）で、総農家では大差ないが、
販売農家ではややひらく。全国的
にみてもやや高位になる。それに
対して経営耕地の減少率（農業経
営体）は 15.0%（全国 6.3%）で、
沖縄、東京、大阪について全国 4
位である。要するに農家が減る以

上に農地が減る。他方で、借地率（農業経営
体）は 46.8%（全国 38.9%）で全国 16 位と高
い。また 2015 〜 20 年の借地率の上昇ポイン
トも 8.4（全国 5.2）で全国 12 位と高い。

県別にみると借地率上位の県ほど農地の減
少率は低い傾向があると指摘されている。離
農があってもその跡地を担い手が借りること
で農地総量は維持されるというのが構造政策
の前提だった。その意味では、借地率の高い
広島は農地が維持されるはずであるが、そう
はなっていない。借地ではカバーしきれない
農地減少が発生しているのが広島の特徴と言
える。

広島の 1995 年以降の農家と農地の動きを
見たのが図 2 である。これによると、センサ
スにおける農家と農地の減少率はほぼ並行し
ており、近年は農家減少率の方がやや高いと
言えるが、問題は耕地統計との関連である。

広島県におけるセンサスの経営耕地面積と
耕地統計の耕地面積との差は、耕地統計面積
=100 として、95 年は 77%だったのが、2020
年には 45%になっている（山陽平均 55%、
全国平均 74%）。センサス面積は農家の申告
による経営耕地に対して耕地統計の面積は空
中写真による標本調査である。両者の差は、
農業者が主観的に経営していると位置付ける

図 広島県の総農家、経営耕地、耕地面積の推移 千戸、千

総農家 経営耕地 耕地面積

注：農業センサス「耕地及び作付統計」による。

図 2　広島県の総農家、経営耕地、耕地面積の推移 ( 千戸、千 ha)
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土地と客観的形状による土地との差であり、
前者については古くから課税逃れが影響して
いるとも言われている。その事情に変わりが
ないとすれば、両者の差が開いていくのはそ
の他の事情によると推測される。それは農家
が主観的には経営地ではないと判断する農地

（荒らし作りや耕作放棄地）が増えていると
いうことであり、広島はその点で著しいと評
価しうる。

同様に、両統計における経営耕地に占める
水田の割合を地域比較したのが表 1 である。
中国地域は水田の割合が高いが、なかでも広
島県は両統計の差がおそらく全国最大であ
る。それだけ農家の意識において畑や樹園地
の荒廃が大きく、結果的に水田耕作の比重が
高まっていると言える。

このように、農地総体の減少が大きく、そ
のなかで水田は集落営農等でかろうじて維持
しえたとしても畑・樹園地の減少はそうはい
かないのが広島県の特徴である。

②農地中間管理機構
県農地中間管理機構（広島県森林整備・農

業振興財団、以下「機構」）についてみる。
機構は事務局を除き農地管理部と森林整備部
からなる。うち農地中間管理機構は農地管理
部が担う（部長は県派遣、その下にプロパー
職員の「担当部長」がつく）。農地管理部は、
事業推進課、農地管理課、農業振興課からな
り、農業振興課は青年等育成、ジーンズバン
ク等の個別事業を担い、中間管理事業の核は
前二課が担う。

事業推進課は県内を 3 地区に分け、各地区
の「窓口に関すること」を担う。要するに中

間管理事業の推進役であり、主査は全て女性、
うち 2 名は県からの派遣である。それに対し
て農地管理課は中間管理事業の実務、賃借契
約管理等を行う（プロパー職員）。こちらも
県内 3 地区ごとの管理を担当する。

このように県内 3 地区にごとに両課がペア
で担当する体制が 2022 年度より採られ、機
構のユニークな点である。その背景には機構
を介した貸借の増大が増えるにつれて相談・
クレームが増大したことがある。例えば「耕
作者（借り手）が死亡して農地が返ってくる
がどうしたらよいか」とか、圃場整備に伴う
名義人の確定、一時利用、減額申請、換地等
の相談業務である。「借りたら管理業務が増
える」ことに対応する体制整備と言える。

機構は 13 市町と県域に計 27 名の地域駐在
コーディネーターを置いている。うち県域は
2 名で元県職員である。県域以外の元職は、
県市町職員 15 名、農業委員・推進委員 6 名、
農協職員 3 名、会社員 1 名である（重複は推
測）。元行政職が多いのが特徴である。

機構は年々の介入面積の目標を 2014 年度
600ha、2015 年度 1,200ha、2016 年度 1,400ha

　　　　表表11　　水水田田面面積積のの割割合合――22002200年年――
単位：％

a.センサス b.耕地統計 　a-b
経営耕地 耕地面積 (ポイント)

全国
鳥取
島根
岡山
広島
山口
注.図2に同じ。

表 1　水田面積の割合―2020 年―
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と引き上げてきた。その実績は表 2 の通り
である。2021 年度までの累計は、新規 35%、
残りが付け替である。年度ごとには 2015 〜
2018 年度は中間管理事業発足に伴う付け替
えが多く、徐々に新規介入のウエイトが増し
ているが、絶対数では停滞的である。表 3 で
重点項目別の面積割合をみると、農業法人設
立・規模拡大が累計で 77%を占め、認定・
新規就農者等への集積が残り 23%で、広島
県の場合は集落営農法人関係が 3/4 を占める
が、2019 年あたりからは半減している。そ
れに伴って介入面積も減ってきている。

制度変更の中で機構が直面している問題と
しては、前述の農地管理課の所掌になる契約
管理業務の激増である。すなわち機構が権利
取得した面積に占める契約変更農地の割合は
急増しており、要するに年々の利用権取得面

積の 1.5 〜 2 倍の契約変更業務に従事してい
るわけである。その背景は、米直接支払いの
廃止、災害等に伴う賃料変更、所有権者の高
齢化に伴う相続・贈与に関連した所有権の変
更業務である。後者には不明相続人の探索等
も付け加わろう。さらに市町村の利用権設定
等促進事業や農地集積円滑化事業の機構一元
化という制度変更等の事情が付け加わること
になる。機構が 2022 年度より事業推進課と
農地管理課を併設したことは極めて適切な対
応だが、2025〜27年に利用権の再設定がピー
クを迎える中で、機構の既存キャパシティを
超える可能性も懸念される。

2. 三次市の取組み 

（1）三次市の農業
市の紹介によれば、三次市には県内古墳の

表２　広島県農地中間管理機構の転貸目標と実績　　　　　　　　　表２　広島県農地中間管理機構の転貸目標と実績
単位：㏊

2014年度 計
目標面積
転貸面積
　うち新規
　新規割合
　注：広島県農地中間管理機構「令和3年度　農地中間管理事業の推進状況」から作成。

表３　重点項目別の転貸実績　　　　　　　　　　　　　　表３　重点項目別の転貸実績
単位：㏊

2014年度 計
１．産地育成につながる大
規模な農地集積
２．農業法人設立・規模拡
大
３．認定・新規就農者等へ
の集積
　　　　計
　注：表2に同じ。
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1/3 が集まる全国的にも数少ない古墳集中地
域で、山陰・山陽を結ぶ要路の盆地として、
古くから人が集住し、山砂鉄と稲作で栄えた
という。中国山地のなかに栄えた盆地といえ
る。

市内は安芸国を主として豊後国（甲奴町）
が加わり、安芸門徒と豊後門徒の気風の相違
が集落営農等にも影響しているかもしれな
い。

市には明治22年前には100以上の町村（藩
政村）があったが、8 市町村に合併し、2004
年合併で三次市となった。合併に際しては町
村の権限を残し、各支所はそれぞれ会議を持
つ等の一定の自立性を持っている。なお合併
前の町村は三次市を除き市町村農業公社を
もっていたが、合併後に徐々に廃止された。
しかし農地の移動・保全に関するDNAは
残っているのかもしれない。

市は県と同様に 2021 〜 2025 年度の「第二
期三次市農業振興プラン」を策定しているの
で、それに基づいて市の農業・農政をみてい
く。

農業経営体数は 2010 〜 20 年に 40%減少
したが（県は総農家数で 32%）、法人経営体
は 60 から 78 に 30%増加、10ha以上経営体
も 43 から 61 に 42%増加した。経営耕地は
同期間に 12.9%の減少（県は 33.1%）、うち
借地の占める割合は 2010 年 35%、2015 年
44%、2020 年 52%と上昇した。担い手への
集積率も 2017 年 32.1%だったが、2018 年に
は 34.0%に上昇し（2020 年 34.6%、同年の目
標は 41%）、一定の借地展開や農地集積によ
り農地減少を相対的に低く抑えてきた点で、
県全体と異なる。他方で、1ha未満の農家も

65%を占め「大規模農家だけでなく小規模農
家も大きな役割を果たしている」と位置付け
ている。

第一期計画では、担い手の育成（（株）JA
アグリ三次による研修農場、新規就農や集落
法人によるアスパラのハウス栽培、新規就農
によるほうれん草、集落法人による白ネギ、
ブドウの 1 億円以上化）、販売力強化（「ト
レッタみよし」への出荷者 2020 年に 545 名、
販売額 2019 年に 2.5 億円）、農地保全（鳥獣
害対策、前述の担い手集積、中山間地域直接
支払い、多面的機能直接支払い）等に注力し
てきた。農地保全については前半については

「一定の成果を上げることができた」と評価
しているが、直接支払いは 2018 年がピーク

（中山間地域 3,500ha、多面的機能 3,648ha）
で減少に向かっている（特に中山間地域直接
支払いは2020年 3,354haと落ち込んでいる）。
中山間地域直接支払いの協定面積は 10ha未
満、10 戸未満が各 5 割と零細である。対策
として下記アンケートでは、事務の効率化、
広域化が必要とされている。

2020 年に認定農業者等に行ったアンケー
ト調査では、5 年後の経営意向として水稲作
からの縮小・撤退、後継者は 47%が確保、
取り組むべき施策としては鳥獣害対策、雇用
労働力確保、稲作の生産振興等が揚げられて
いる。

第二期計画の骨組みは第一期と変わらない
が、重点政策（括弧書き）がセレクトされて
いる。すなわち、①担い手の育成強化（新規
就農者、法人・認定農業者の育成確保）、②
農畜産物の生産力強化（スマート農業、振興
作物野菜 3 億円産地化、果樹花卉 11 億円産
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地化、薬用作物）、③販売力強化（地産地消）、
④農地保全（鳥獣害被害防止、地域ぐるみに
よる農地保全・利用促進）である。

①については、ハウスリース支援、のれん
分けに係るリース経費支援、アスパラ・白ネ
ギ・ほうれん草等の機械施設導入経費支援、
担い手・法人間連携、小規模農家支援も含め
た直売所・学校給食等の販路拡大、②につい
ては県内トップクラスの菊、薬用作物の産地
化、③については「三次市地産地消の店」を
49 から 60 へ、④については、担い手集積率
34.6%から 41%へ（目標は変らず）、人・農
地プラン作成数を 2020 年 45 から 95 へ、中
山間地域直接支払いについては広域化組織の
設立が強調されている。またみよしアグリ
パーク構想も掲げられている。

（2）人・農地プランへの取組み
人・農地プランの所管は産業振興部農政課

だが、支所管内において、実働部隊は支所地
域づくり係が担当する。

農業委員会事務局は、職員 10 名で、本所
に専任 2 名と臨時 1 名、支所に併任 7 名（農
政・農業委員会・土木関係併任）。農業委員
は 19 名、農地利用適正化推進委員は 29 名で
ある。農業委員は、住民自治組織等からの推
薦を含め、市内全域で 19 名である。町づく
りの組織からの推薦なので、かならずしも農
業精通者とは限らず、改選時の課題となって
いる。他方で、地域自治組織が母体になって
いることは、人・農地プランを地域づくり計
画と捉えた場合の強みにもなろう。推進委員
の選ばれ方は聞き洩らしたが、農地パトロー
ル等の仕事は推進委員が主で農業委員はフォ

ローにまわっているとのことである。農業委
員も地区を分担している。

JA三次は 1991 年に合併し、前述のように
農業振興や担い手育成、農地流動化には熱心
で、市の第二期計画の「担い手の育成強化

（新規就農者、法人・認定農業者の育成確保）」
（２（１）①）において、（株）JAアグリ三
次を立ち上げ、新規就農者養成やのれん分け
の主体になっている（2023 年に８JAと合併
しJAひろしまが発足）。

なお合併前の町村は三次市を除き市町村農
業公社をもっていたが、合併後に徐々に廃止
された。しかし農地の移動・保全に関する
DNAは残っていると思われる。組織を立ち
上げて作業受託に取り組んでいるが、人・農
地プランについては制度上の位置づけからし
てあまり関与していない。

以上からして、人・農地プランの取組みは
農政課―支所地域づくり係のルートがメイン
である。そのような地域での話し合いの場が
あることから、市の人・農地プランの取組み
は、まず人・農地プランという「器」をつ
くってから、「たましい」（誰がどう担うか）
を入れようという「レンコン型」の特徴を持
つと担当は位置付けている。

市の人・農地プラン一覧表（2022 年度）
によると、三次市全域を除く地域ごとのプラ
ンは 59、集落数 183、エリア面積 2,392haな
ので、1 プラン 3.2 集落、40.5haになる。1
集落 1 プランは 29%、2 〜 4 集落 49%、5 〜
9 集落は 19%、10 集落以上は 2 で 3%である。
面積は最大 153haから最小 5.4haに及ぶ。中
心的経営体は認定農業者 22%、認定農業法
人 44%、認定新規就農者 5%、その他 30%で
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あり、地域特性として集落営農法人が主体だ
と言える（「その他」としては認定農業者以
外の農家が多いのではないか）。

市のセンサス経営耕地面積に対するエリア
面積の割合は 63.5%で、2/3 の農地について
第一のプランは策定されたと言える。うち

「実質化」（中心的経営体に 50%以上集積）
したのは 49 プラン（83%）と多い。そのこ
とも集落営農法人主体と関連していよう。

プ ラ ン の 策 定 時 期 は、2012 〜 14 年 が
12%、15 〜 19 年が 49%、2020・21 年が 39%
と徐々に策定数を増やしている。行政が推進
主体となる中で、一挙にではなく年次毎に数
プランづつ策定を進めていると思われる。こ
の点は地域計画化に当たっても考慮すべきこ
とだろう。

今後の課題は、実質化したプランの連坦化
（中山間地域 50a以上団地化、「魂を入れる」）、
残る 1/3 の面積の地域におけるプラン作成

（「器を作る」）ということになる。地域とし
ては、前者もさることながら、後者が難しい
課題である。

3. 調査の課題と調査対象

（1）課題
広島県、さらに一般化すれば中山間地域に

おける「人・農地プランから地域計画へ」の
政策の課題は何か、すなわち中山間地域は同
政策を通じて何を追求するのかを明らかにす
るのが、本稿の課題である。結論から言えば、
集積集約それ自体ではなく「担い手の確保」
につきるだろう。あるいは人の確保に資する
限りでの集積集約の追求ということになろ
う。

広島・三次についていえば、集落営農法人
の成立・持続が確保されているところでは、
プランへの取組みは相対的に容易である。あ
るいは地域に圃場整備等のニーズがあれば、
動機付けはより容易だろう。平坦平野部で担
い手が確保されているところでは、人・農地
プランとは「担い手同士の作り交換」につき
る。担い手同士が主体的にやってこなかった
ことを農政が後押しする。しかし、そうでな
い地域では、「人・農地プランから地域計画
へ」の政策を地域課題にどう活かしていくの
かが問われる。

（2）調査地域
以上の課題認識から次の 4 つの地域をとり

あげた。プランの軸は集落営農法人になるの
でその態様からの区分である。表４に、以下
の節ごとの対象地域を示した。具体的にヒア
リングは法人を対象として行ったが、法人名
は実名ではなく明治・昭和村名の仮名とし
た。地域計画はこれからの取組みであり、固
有名詞をあげることで影響することを避ける
ためである。同様の配慮から地図を示すこと
も控えた。吉舎町については法人がない。川
西村のプランは一部地域を除き未作成であ
る。

各事例地域をもう少し詳しく述べれば次の
通りである。

①集落営農法人が地域の大半を集積してい
る地域…川西地域（法人）

②農業法人が地域のある程度を集積してい
るが連坦化課題を残している地域…神杉地域

（法人）
③集落営農法人を立ち上げ、基盤整備にも
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取り組むがエリア全体への普及を課題として
いる地域…甲奴地域（法人）

④エリア内に中心的経営体を確保できてい
ない地域…吉舎地域

以上のうち、①②は明治合併村名、③④は
平成合併町名である。①は市の南端部、②③
④は三次と福山をつなぐＪＲ芸備・福塩線の、
三次から福山方面にかけて②④③の順であ
る。三次駅から甲奴駅まで列車で 1 時間弱も
かかる。

なお、川西法人と神杉法人については、
2006 年に調査しているので、そこでの知見
も踏まえている。また、本稿では、「村」が
明治・昭和合併村と藩政村（大字）の両方に
ついて使われ、紛らわしいが、藩政村（大字）
はアルファベットで表示し、区別した。

Ⅱ . 川西村の法人と人・農地プラン

1. 川西法人

川西村は 1954 年に三次市に合併するまで
の明治村で、5 つの藩政村=大字があり、現
在は「町」と呼ばれる。その一つのU村に
川西法人は立地する。U村には8つの「常会」
がある（常会は農業集落=むらにあたるか）。
常会は昔から田植の共同作業や葬儀などの生
活単位になり、生産調整も常会単位に降りて
きた。ただし「字名費」はU村単位で徴収
され、運動会の地域対抗も町単位である。現
在、U村は 58 世帯、136 名、高齢化率 51.5%
と三次市より高い。

村一帯では 1989 〜 99 年にかけて県営圃場
整備事業がなされ、30a区画化するとともに、
U村では 88 年に営農改善組合を設立、農家
ほぼ全戸の 55 戸が参加し、とも補償等も行っ

てきた。93 年に田植機、コンバインを導入
して共同利用することとし、オペレーターに
は当時の組合長等がなった。川西村ではU
村に続き 4 つの営農組合が立ち上げられた。
途中で県農地保有合理化法人が同地区で作業
受託を開始（94 年）するも、撤退した（2007
年）等の経緯があった。2000 年に中山間地
域直接支払いの取組みが始まり、U村全戸参
加の集落協定が結ばれ、交付金は個人配分せ
ずに一元化した。

そして 2003 年に営農組合を農用地利用改
善団体にするとともに、農事組合法人「川西
法人」を立ち上げた。川西村で初、県内 45
番目の法人である。荒廃農地をださないのが
設立目的だった。

中山間地域直接支払いの 2 期目は川西法人
の個別協定とし、交付金は法人に入るように
している。後の農地・水・環境向上対策の取
組みも同様である。交付金は鳥獣害対策、農
道舗装、畦畔雑草対策等に使われている。

組合員数は 60 戸、うち不在地主は 22 戸で、
東京から福岡までいる。不在地主は先の圃場
整備にも参加、小作料 1 万円/10aは振り込
まれる。

このたび川西法人は借入農地全筆を機構経
由に改めた。その際、すんなり付け替えでき
たのは半数で、残りは相続上の問題があった。
うち 6 戸は関係者の承認印がとれず、機構貸
し付けができなかった（市レベルでは利用
権）。その農地は法人が今まで通り耕作して
いる。法人は、今後、世代が変わるなかで権
利関係がどんどん複雑化するとみている。

法人に未参加が 6 戸ある。6 戸は、地域平
均 70a程度のところで 1.5haくらいの比較的
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大きな農家で今も自作しているが、将来性は
厳しい。法人に預けたい意向もあるが、負担
金等の関係から法人への中途参加は認めない
ことにしてきた。その農地は、現在法人が作
業受託している。

小作料は設立時 10,000 円/10aだったが、
10 年前に 7,000 円/10aに引き下げた。畦畔
管理料は 15,000 円/10a、水管理料は 3,000 円
/10aで不変である。畦畔管理は地権者が責
任を持つことにしているが、できない場合は
誰かに委託し、管理料が法人経由で委託者か
ら受託者に支払われる。受託者は 14 〜 15 名
である。水管理は 10 年前から法人が一括し
て行うことにし、法人から水系ごとに委託し、
14 名程度に法人が 3,000 円/10aを支払って
いる。地権者の 4 割は管理委託している。も
し管理作業を全て地権者が行えば、小作料
7,000 円/10a、畦畔管理 15,000 円/10a、水管
理 3,000 円/10aの計 25,000 円/10aをもらえ
る。

オペレーターは、当初は登録 15 名、30 〜
50 代で常時出るのは 4 名程度、現在は特に
決めず、「出夫者」21 名のうち、6 名程度が
務める（53 〜 75 歳）。時間給は 1,200 円であ
る。

法人への利用権設定面積は 37ha（水張
34ha）で設立時とあまり変わりない。作付
面積の設立時と現在は次の通りである。

水稲 25ha→ 28ha、うち採種 6ha→ 16ha。
大豆 9ha→ 6ha、野菜 50a→ 30a（スイート
コーン）。WCSやイタリアンを中途で行った
が、2018 年にやめている。

経営収支はどうか。当初は販売額 3,200 万
円で営業収益は 500 万円の赤字。営業外収益

が奨励金等 190 万円、中山間地域 100 万円、
産地づくり交付金 600 万円で、当期利益 320
万円になっていた。

2021 年は売上高 3,700 万円、営業利益 190
万円の赤字、営業外収益 1,200 万円、経常利
益 960 万円になっており、うち 500 万円は従
事分量配当である。営業収益の赤字が減り、
営業外収益が増え、財政的に強化されている。
より販売単価の高い採種用水稲（主食用米の
倍の単価）の割合を高めているのが大きな要
因である。直播は水管理、除草剤のタイミン
グ等、人がついていないと難しいということ
で、やっていない。

組合の課題はふたつ。第一は高収益作物探
し。地域特産物であるアスパラは手がかかる
ということで取り組んでいない。レタス、
キャベツ等を検討しているが、ハウス栽培は
プロでないとダメだとしている。

もう一つの課題は雇用者確保。地域では月
25 万円（社保込み）、年 300 万円で確保でき
るとしており、前述の経営収支からも可能に
なっている。ただ、先の高収益作物を取り入
れて 3 〜 4 名確保したいところだ。そのため
には規模拡大も必要である。

現在の組合長は 75 歳、5 年前に 3 代目組
合長を継ぎ、その後継者もいるという。川西
自治連合会長、みよし田舎ツーリズム協議会
長など多くの役職を兼ねている。

2. 川西村の人・農地プラン

川西村としての人・農地プランはないが、
U村としては取り組みたいとしている。既に
市のアンケート用紙を配布し、今年度中に具
体化し、集落営農活性化プロジェクト促進事
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業にのり、汎用コンバインの導入や雇用の確
保を図りたい。U村での川西法人の農地集積
率は 89%に達しており、前述の不参加者と
併せて 4 名程度が集まればプランはできる。

他方で、川西法人は規模拡大し雇用も確保
したいが、規模拡大は難しい。そもそも川西
村自治連合会が各集落での組合設立を呼び掛
けて、それぞれに組合ができているためであ
る。そこでより大きな規模を実現するには組
合（法人）の合併あるいは 2 階建て方式（新
法人の設立）しかない。

川西村では自治連合会レベルで、地域づく
りプランとしての「川西里づくりビジョン」
があり、自治連合会と合わせた毎年の補助金

（中山間地域、環境支払い等）は 1 億円にな
る。

話をまとめると、U村単独で人・農地プラ
ンに容易に取り組めるが、高齢化が進むなか
で（川西法人も平均 70 歳台）、一定人数の人
を確保するとなるとU村を越えた川西村レ
ベルでの取組みが求められ、それは川西村自
治連合会やその里づくりプランに手がかりが
あるではないか。

Ⅲ . 神杉村の法人と人・農地プラン

1. 神杉村の法人

神杉村は明治合併村で、その下に 3 大字・
町内会があり、さらにその下に 24 の常会（農
業集落）がある。神杉村は小学校区でもあり、
かつては農協があった（今は支所）。しかし
三次市への合併に伴い、神杉の名称は消え、
地番は、町内会ごとに付けられている（三次
市〇〇町××番地）。

1973 年に神杉土地改良区での圃場整備

260ha後の機械導入に向けて神杉生産組合が
立ち上げられ、88 年の圃場整備の完了とと
もに農事組合の 1 号法人になった。組合員
293 名、180haの組織だったが、神杉村の一
部の 17 の区（常会）の参加にとどまった。
組合はオペレーターによる作業受託を行って
いたが、借りてくれと言う話も出始め、1992
年にオペレーター 7 名による 2 号法人・神杉
法人が立ち上げられた。うち構成員は5名で、
2006 年当時で 71 歳から 29 歳にまたがり、
組合長は1号法人時代からの組合長63歳だっ
た（農業専業）。集落ぐるみ法人化ではなく
オペレーターによる法人化が特徴である。立
ち上げ時は 20haで 2006 年当時は 40ha	（地
権者 80 名）	程度になっていた。

2006 年当時、組合長としては、経営者と
しての後継者を考えるべき、1 人 10haとし
て現状では面積が足りない、定款を理事 6 名
以上から 3 名以上に減らし、5 年くらいかけ
て 70haにはもっていきたいとしていた。周
辺に集落営農法人もあるが、高齢化と機械更
新の必要から 5 年くらいしかもたないのでは
ないか、ともしていた。

2020 年に組合長がA氏（45 歳）に変わっ
た。当初は大卒後に地元に帰り（父 55 歳は
農業で繁殖牛 3 頭）、法人の構成員になって
いた者だ。法人の規模拡大過程と時どきの平
均小作料水準は次の通り。92年 22ha（30,000
円/10a）、2005 年 40.3ha（12,000 円/10a）、
08 年 47.5ha（10,000 円/10a）、2011 年 53.8ha

（8,000 円/10a）、2013 年 59.5ha（4,500 円
/10a）、2014 年 60.8ha（同）。単純平均して
年 2ha前後増えて、現在の 75ha（4,000 〜
5,000 円/10a）に至っている。地権者は 131
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名、うち 26 名が不在地主である。川西村よ
り低いが相当程度いることに変わりない。

小作料は 2005 年あたりからかなり下げて
きており、とくに 2013 年以降は 4,500 円
/10a程度である。水管理は法人が行い、畦
畔草刈りは 5,000 円/10aだが、9 割は法人が
行う。

作 付 け 面 積 は 2006 年 当 時、 主 食 用 米
21ha、採種用米 8ha、丹波黒大豆 4ha、白大
豆 11ha、飼料作 3haだったが、現在は、主
食用米 35.6ha、採種用米 18.5ha、飼料用米
6.3ha、白大豆 5ha、黒大豆 2.7ha、枝豆 1.2ha、
そば 5.1ha等となっている。面積拡大に伴い
主食用米、採種用米ともに増え、飼料用米の
作付けやそば転作も行うようになり、大豆転
作は減った。採種農家の高齢化で法人が引き
受けるようになっている。そばは山側の水の
ないところを引き受けて作付けしている。

水田活用交付金問題については、影響を受
ける水田がある。ため池の小さいところがあ
り、またため池管理も大変で、水稲を作ると
水が厳しくなる。5年に1度の水張となると、
無理に米は作らず、利用権は解消し、特定作
業受委託に変えるか、地権者がカネを払って
法人に管理委託することになるのではないか
という。

法人は作業受託も行っている。2000 年と
2022 年（カッコ書き）を比較すると、耕起
16（2）ha、代掻き 16（2）ha、田植 22（11）
ha、収穫 46（19）haと減っている。育苗（箱
数）は 2009 年 1,020 から 2022 年 1,483 とや
や増えている。2022 年には畔塗 4,261m、空
中防除 54haなどが加わる。

Ⅰ-1-（3）で述べた集落法人連携に関連

して、JA三次集落法人ネットワークが 2007
年に形成されており、市内の 30 法人が参加
している。畑作（転作）作業への機械投資を
抑える調整組織で、農協が連絡調整に当たる。
具体的に播種機 5 法人、運搬機 4 法人、防除
機 3 法人、コンバイン 4 法人が他法人の委託
を受けるもので、大豆部会には 7 法人、小麦
部会には 8 法人が参加している。このうち神
杉法人が大豆コンバインを所有し受託してい
る（面積聞き洩らし）。

現在の法人の構成員は 4 名で、42 〜 62 歳
にまたがる。構成員の代替わり 1 名（組合
長）、以前からの構成員 1 名、従業員の構成
員化が2名である。常雇は5名（事務員1名）
で、32 〜 67 歳にまたがり、平均月給は 25
万円である。全てツテを頼っての雇用で、冬
場は転作作業と機械整備にあたる。

2006 年当時、組合長は年 600 万円、その
他は 22 〜 33 万円で、時給 1,500 円を基準に
算定していた。2021 年度は、売上高 9,400 万
円、営業利益は△ 1,200 万円、営業外収益が
1,400 万円ほどあり、当期利益 250 万円を上
げている。

法人の今後としては、借入田は黙っていて
も増えていくが、米をめぐる状況が厳しい中
で、土地利用型の営農は続けるとしても、高
収益作物の導入が必要としている。

2. 神杉村の人・農地プラン

（1）地域の状況
前組合長は「ふるさとといえば大字や常会

ではなく神杉だ」と話していたが、3 つの大
字が「町」になった現在、川西村のようなエ
リア的な一体性があるかは調査者には不明

16



だった。現在は、神杉中央地区（大字より大
きいと言う）とG大字、E大字（E町）の 3
つに分かれる。

また神杉村の圃場整備面積は260haとされ、
うち神杉法人の集積面積は 3 割弱である。そ
もそも神杉法人は前述のように集落ぐるみ型
ではなくオペレーター型として出発してい
る。

このうち神杉中央地区には 50 代の経営主
Y家が 20haほどを耕作している（Y家の父
は任意組合時の組合長だったが、独りでやり
たいということで 2 号法人化には参加しな
かった）。

また村の南側・山側では集落営農型のT
法人が立ち上げられ、構成員 20 戸で 20ha程
度を耕作している。神杉法人はT法人の設
立時には関係農地を返している。

また神杉村には他地区の 2 つの法人が親戚
関係等で入り作しているが各 1 〜 2haにとど
まる。

このような状況下で、神杉法人の展開は、
神杉中央地区（M町）での集積農地はかな
り分散的で集積率も相対的に低く、平坦地の
E大字（E町）ではかなり連坦化して借りて
おり、集積率も高く（7 割程度か）、G大字（T
町）は中山間地域であるが、ある程度の集積
と連坦化（集積率 5 割弱程度か)が図られて
いる。

（2）人・農地プラン、地域計画への取組み
人・農地プランは、神杉中央地区とG大字

については、2015 年度にそれぞれ作成され
ているが、E大字は作成されていない。神杉
中央地区のプラン作成は神杉法人組合長の父

が中心になっている。
神杉中央地区のプランは 4 集落、58ha、

中心的経営体 7（認定農業法人 2、認定農業
者 1、その他 4）	で、実質化した。G大字の
それは 3 集落、33ha、中心的経営体 3（認定
農業法人 3）、実質化は認められていないが、
地図から見てほぼ実質化しているのではない
か。中心的経営体のうち認定法人は神杉法人
と入り作 2 法人であり、面積的には圧倒的に
神杉法人である。

2015 年のプランは、作成すると中山間地
域直接支払いの加算が得られるということで
取り組んだということで、中山間地域直接支
払いの対象でないE大字（町）は作成しな
かったのかもしれない。つまりプランの土台
は中山間地域直接支払い（集落協定）への取
組みであり、結果として中山間ではない平場
が取り残されたことになる。要するに中山間

（加算措置）があってこそのプランであり、
それを抜きに地域計画の作成と言っても難し
い状況にある。

これまでも神杉法人は、地区内に新たな法
人が立ち上がるについては関係する利用権を
そちらに返し、また神杉法人がブロックロー
テーションを実施する際には自作農家との作
り交換を実施した経験がある。そのようなこ
とを踏まえて、神杉法人としても一定の連坦
化は可能だとみている。

2023 年からの地域計画の作成についても、
既存の 2 つのプランの延長で、アンケートを
取り、それをみながら農業委員と地元で考え
るとしている。農業委員は神杉村全体で 1 名
である。

神杉法人からすれば、出自からして集落営
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農的な「ぐるみ」の展開ではなく少数担い手
（オペレーター）による展開であり、そのエ
リアは神杉村全体に及んでおり、集積率は前
述のように 3 割弱で、地元大字でむしろ一番
低い。地域計画は現状では大字ごとの作成に
なりそうだが、それぞれの中心的経営体とし
ての神杉法人としては、神杉村全体で一つの
地域計画の方が合理性をもつともいえる。し
かし、川をまたぎ、水利系統も異なり、中山
間か平場かの違いもあり、また借り手ごとに
賃借料や作業の精粗もあり、それほど単純に
はいかない。

現実的な問題としては、人・農地プランの
基礎は中山間地域直接支払いであり、その加
算措置だったことである。そのようなメリッ
トなしに、いきなり地域計画を、と言われて
もインセンティブに欠ける。

Ⅳ . 甲奴町の法人と人・農地プラン

1. 甲奴法人

三次市に合併する前の甲奴町は９つの大字
をもち、そのうちの大字（藩政村）Uが調査
対象である。Uは 16 の集落、102 戸、82.3ha
である。1 集落平均 6 戸、1 戸平均 64aと小
規模である。甲奴郡は三つの農協にまたがり、
Uは庄原農協に属す。村はやや大きな谷を中
心に、そこから二本の狭い谷に展開する地域
であり、より下流域は別の大字になっている。

Uでは数集落ごとに中山間地域直接支払い
に取り組んできた。そこで集落協定の構成員
が将来の農業をどう考えているか一度意見集
約してみようということで、市の支援でアン
ケート調査を行った。その結果、連坦する中
山間地域直接支払いの集落協定を統合するよ

う な エ リ ア（7 集 落、3 集 落 協 定、 面 積
38.6ha、面積の半分は中心部のM集落）で
人・農地プランに取り組み、その中心的経営
体として甲奴法人を立ち上げることにした。

その背景は、行政の熱心な働きかけのほか、
次の 2 つがある。一つは、農協役員だった
M集落のU氏（84 歳　現組合長)のリーダー
シップである。二つは、民主党農政下で人・
農地プランに取り組み 20ha以上の農地集積
がある場合には国県合わせて 3 万円/10aの
補助があったことである。これがあれば法人
の設立資金になる。

法人設立はエリア全体に呼びかけられたが、
参加は 11 名、17haに限られた。不参加の理
由は小規模な担い手がいたためと行政は見て
いる（プランの中心的経営体は法人の他、「そ
の他」4 戸で各 3ha程度）。補助要件の 20ha
には足りないが、理事の一人が和牛 2 頭を
飼っていたのを法人事業にとりいれ、1 頭
1haにカウント、そしてアスパラを導入する
ということで、要件を満たした。法人の設立
からのスローガンは「がんばろう農業、深め
よう絆」である。

法人の現在の経営面積は 19.5haに拡大し
ている。員外は 17 戸、うち 10 戸が不在地主
で、所在は東京等に分散する。

法人の役員は理事 8 名、監事 2 名（1 名は
女性）で、ほほ構成員全員が役職に就く。作
業の取り組み方は、オペレーターは 70 代の
2 〜 3 名、小作料は 5,000 円/10aで、水管理
料は 3,000 円/10a、畦畔管理は急傾斜地
17,000 円/10a、緩傾斜地 10,000 円/10aにし
ているが、自分で取り組む人はあまりおらず、
法人管理であり、法人からできる人に委託し
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ている。また水稲作業受託を 7 戸から各作業
2 〜 3ha行っている。作業賃金は平均して時
給 1,000 円である。

法人の作付けは（2021 年）、主食用米
992a、飼料用米 389a、イタリアン 226a（耕
畜連携）、アスパラが水田 20a（ハウス 4 棟
14a、植栽 9 年目）、ほうれん草 9aである。
法人の経営は長雨の他、イノシシ害（畦畔、
水路）、鹿の食害等にあっている。

アスパラ・ほうれんそうは女性 8 名ほどで
取り組んでいる。4 人づつ組んで 1 日 2 時間
程度で作業をすませている（そうしないと高
齢者の体がもたない）。

経営収支は売上高 1,700 万円、営業利益
800 万円の赤字、営業外収益 800 万円で、営
業利益のマイナスとトントンである。従事分
量配当にはせず、雇人費、作業委託費が計上
されている。

事業計画では「多面的機能支払交付金事業、
中山間地域等直接支払交付金事業の活用によ
り農業の基本的財産である農地、農道及び水
路等の改良と保全に取組みます」としてい
る。

また計画の最後に「人・農地プランにおけ
る今後の方向性について」のタイトルのみ記
されている。

2. U における人・農地プラン（地域計画）

甲奴法人に参加した農家は、前述のように、
「地域の農業をどう考えるか」を問うことを
起点に置き、このままでは将来的に終わりで
あり、「次の世代への手段を考えるべき」と
した。「手段」という表現は別として、その
第一が「いきなり法人の立ち上げ」だった。

2012 年に立ち上げた法人への利用権設定は、
現在ちょうど更新期にあたり、機構に付け替
える同意を取った。そして機構付け替え農地
について、地元負担なしの圃場整備に踏みき
ることにし、不在地主も含めて全員の同意を
とった。機構付け替えや圃場整備に伴う未登
記農地等の処理は県が尽力してくれた。圃場
の区画は若干が 30aだが、後は 10a未満で平
均 10a程度だった。それを 50a区画に整備す
る。

下手の方の集落については同意が得られな
かった。甲奴法人の者から見れば、我々たち
よりも上の世代で（以前からの）農地を大切
に思うからだろうと推測している。調査者か
らみると、法人に参加するか否かにも見られ
たように、集落内外にリードする者がおらず
合意が得られなかったのではないかと思う。

このようにして、3 つの中山間地域直接支
払いエリアに基づく 2012 年の人・農地プラ
ンに即して地域計画作りに取り組むことにし
ている。2012 年の人・農地プラン作りが法
人設立のための補助金狙いにあったように、
今回の地域計画づくりも圃場整備の地元負担
軽減に実利を求めている。

しかし甲奴法人としては先がある。現在も
法人は前述のように高収益作物であるアスパ
ラやほうれん草に取り組んでいるが、圃場整
備後の（地域計画の）ほうれん草については、
株式会社Ｇが参入する計画である。

Ｇ社（グループ）のヒアリングはできてい
ないが、機構『農地中間管理事業　活用事例
集』（2020 年）や新聞報道、同社のネット情
報によれば、2018 年に三次市甲奴町に設立
された企業で、経営面積 12ha（機構利用
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1.5ha）で、ほうれん草、キャベツ、落花生、
酪農に取り組む。役員4名、常雇23名である。

同グループは、三次市甲奴町で 24haを経
営してきた 2020 年当時 79 歳のA氏がリタ
イアするにあたり、その継承を同町I氏（34
歳、Ｇ社代表）に相談し、同氏等で株式会社
Ｎを立ち上げた。

このような経緯があって、甲奴法人もＧ社
グループにほうれん草の担い手としての参入
を働きかけた模様である。

しかし、法人が本当に欲しいのは若い者の
確保である。法人や圃場整備の「器」（前述
の「レンコン」型）は作った。しかし平均
70 歳に達するなかで、「器を活かす人をどう
確保するか」である。法人としては、アスパ
ラを拡大して地域おこし協力隊員に後継者に
なってくれないかとも望んでいる。

しかし、本当に望むのは、隣地に呼び掛け
て人・農地プラン（地域計画）を共につくり、
U全体で一つの圃場になることだ。他地区は
20a程度まで圃場整備できているし、若い人
もいる。そのなかでの「人」の確保という構
想でもあろう。

U全体の取組みにするにあたっては、一法
人、個人の呼びかけでは難しく、人・農地プ
ランを通じる行政の呼びかけが必要としてい
る。Uには、U地域振興協議会があり、コロ
ナで活動休止しているが、農業体験交流会

（収穫祭）も行ってきており、話し合いの土
壌になる。

前述のように、地域計画の狙いはU村全体
の人・農地プランであり、U村 1 農場化であ
る。

Ⅴ . 吉舎町での取組み

1. H 村のアンケート調査の取組み

吉舎町については、旧人・農地プランは敷
地村に 2 つあるが、2023 年度に新たにH地
区が加わることになると思われる。そこで本
調査では、H村についての取組みをヒアリン
グした。H村は吉舎町の南部にあり、甲奴町
M村に近い。H村は 50 〜 60 年前まで分教場
のあった藩政村（大字）にあたり、イロハニ
ホの５組（農業集落）がある。吉舎町はイロ
ハ…の形での集落名が多い。

H村は川の支流沿いに展開する細長い地域
であり、農地のほとんどは中山間地域直接支
払いあるいは多面的機能支払いの対象地で、
両方に入らない農地は山際に点在する程度で
ある。H村の圃場の区画は、平坦地は 1977
年頃の圃場整備で 10a前後になっており、大
きくて 30aである。それに伴う機械利用組合
はイ組のみがたちあげたが、現在は活動して
いない。

H村の構成は、58 世帯、土地所有者 65 人
（うち地域外 14 人）、人口 109 人（男 47 人、
女 62 人）である。

このH村について、地元出身の農業委員会
事務局員と吉舎支所地域づくり係よりヒアリ
ングを行った。農業委員は吉舎町全体で１人
であり、他集落については状況もわからず活
動も困難であり、事務局が動くことになる。

H村では、多面的機能支払い協定地域内で
担い手の一人が利用権設定を解約し、耕作放
棄地が発生し、また新たな放棄地の発生も懸
念されるにいたった。そこで村の土地所有
者・耕作者（村外を含む）に対する意向調査
が必要となった。そのことが折からの人・農

20



地プランの取組みと重なり、その一環にも
なったものと思われる。

H村には（他村も同様だろうが）、地域の
話し合いの場として自治振興会（自治防災
会）があり、先のイロハ…の組長（非農家も
ありうる）・運営委員が構成メンバーとなる。
組長は 2 年任期で自主防災会長を兼ねる。多
面的機能関係の役員も入る。そこで年 4 回の
会合で地域の意思決定がなされていく。アン
ケートの実施もここで決められ、多面的機能
の活動の一環として行われた（支所の地域づ
くり係は多面的機能も担当する）。

会議では、谷筋では田んぼは連坦しており、
また中心的経営体を考えるよりは、H村の地
域を守ることに重点が置かれた。耕作放棄地
が家の周りに増え、鳥獣害が増えると村に住
めなくなる。耕作放棄地が増えるなかで、村
に住み続けることを考えるにあたっては、村
外の者の意向も聞いた方がよくないかという
意見が強かった。

そのようなことを踏まえてアンケートが設
計された。アンケート様式は市のものを使い

（4 つの設問と一筆調査）、アンケートの対象
は意見を踏まえて村の地権者と耕作者（入り
作者）とした。不在村の者について郵送とし
た。縁故者不明農地はアンケートできなかっ
た。

アンケートに先立ち、地域役員と地域住民
に説明会を行い、説明会には県北部農林事務
所、市農政課、吉舎支所、農業委員、最適化
推進委員が参加した)。

アンケートは 2021 年末から 22 年初めにか
けてなされ、送付は 64 戸、うち回答有りは
45 戸で 70%の回収率になる。非回答・非回

収については「面倒だ」ということもあるが、
高齢者の方の回答率が高かった。50 代、60
代では「どう回答してよいか分からない、回
答したくない」という声もあった（「後継者」
との関係か）。

2. アンケート調査の結果―現状確認

（1）〜（4）は設問に対する回答であり、（5）
〜（6）は一筆調査の集計である。

（1）あなたの地域農業での立場について
①自作する一般的農家…26%、②たくさん
ではないが他人の農地も引き受け……4%

（2 戸）、③他人から多くを引き受ける中心
的存在…4%、④耕作せず維持管理だけ…
55%、⑤農地は預けており耕作・管理して
いない…回答 0。
・④が過半、①が 1/4、⑤の回答はなかっ
たようだが、ここには耕作放棄も含まれる
かもしれない。担い手農家が 2 戸みられる
が、H村以外の者で、1人は農業委員（51歳、
10ha）、もう一人は 70 代で後継者 40 代を
もち、10haの経営をし、重機を持っている。

（2）農業を継ぐ後継者の有無について
①いない…77%、②いる…19%（9 件）

（3）今後の農業経営（6〜 10 年後）の考え方
①このまま現状維持	（自作、既に預けてい
る）	…39%、②規模拡大…2%（1 件）、③
規模縮小…2%、④後継者に任せる…2%、
⑤誰かに任せて作ってもらいたい…49%
・①の内訳が不明だが、仮に半々とすれば、
自作 2 割、貸付 7割になる。

（4）委託後の管理への協力（「誰かに任せて
作ってもらいたい」のうち）、①できる…
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30%、②無理…61%
・全体の 3 割は完全な貸し付けになる

（5）耕作地の現状（耕地面積比率）、①保全
管理…37%、②自作…14%、③一部委託…
5%、④全部委託…7%、⑤利用権設定…
11%、⑥空白（返信無し）・無記入…26%
・（1）の農家単位では保全管理 55%だっ
たが、面積単位では 37%とやや下がる。
保有農地による差が多少はあるのかもしれ
ない。②の自作 14%がポイントだろう。

（6）10 年後までの意向（耕作面積比率）、①
自作…10%（うち後継者…2%）、②利用権
設定…15%、③全委託…7%、④一部委託
…4%、⑤自己保全管理…13%、⑥耕作で
きないと思う…22%、⑦無記入・空白…
29%
・⑥は自作・保全管理・委託・貸付しない
ので耕作放棄やむなしということか?
アンケートの動機として耕作放棄地の発生、
発生可能性があげられたが、アンケートの
結果もそれを裏付けると言える。
アンケートを実施したことについては、「ア

ンケートに基づいて話し合い、雰囲気を作る
ことは必要だ」、「字の内でも話やすくなっ
た」、「相談できるきっかけになった」、「土地
のことは自分で考えねばならないという重い
荷物が軽くなった」、「気持ちが楽なった」と
言う感想がよせられている。

3. 人・農地プラン（地域計画）への取組み

H地区の現段階は、以上のアンケートを踏
まえて、2022 年度に人・農地プランおよび
現況地図の作成までに至った。人・農地プラ
ンの中心的経営体の欄には認定農業法人 3 つ

と認定農業者 1 名があげられている。認定法
人は、先の農業委員氏の経営とＮ社のほか 1
法人、認定農業者は先の村外の者（70 歳）
であり、集積率は 35%になっている。Ｎ社
はプラン作成に際して参入してもらったもの
である。

結局のところ、H村には地域内の中心経営
体はいないまま、2 年後の目標地図作りに取
り組むことになる。プランには「農地の土層
改良や暗渠排水、農道水路の改良及び鳥獣害
対策に取り組む」としているが、集落営農法
人の立ち上げとか、圃場整備は掲げられてい
ない。

そうなると問題は村外からの入り作者の状
況にかかることになる。先の「中心的経営
体」の状況・意向をみると、認定農業者は高
齢であり、認定法人の一つは撤退意向であり、
農業委員氏は地元で手一杯であり、残るはＮ
社となる。

Ｎ社はH村で作付けはしたものの鳥獣害
で収穫はなく、村から離れているため、とく
に鳥獣害対策が難しい。Ｎ社は人を育てての
れん分けする方針であり、H村でそれができ
るか。Ｎ社としても「3 年後は読めない」。
そういう下で 10 年後の地域計画への参加は
リスキーと言うことになる。Ｎ社は利用権を
全て機構を通すこととしているが、目標地図
に中心的経営体として書かれていなければ、
機構は借りないかもしれない。かくして状況
を一口で言えば、「様子見」である。

アンケート調査をした結果、H村の人々は
農地について一人一人で抱え込むのではなく、
話し合いのきっかけをつかんだ。村で生きる
ためには農地の維持が必要なことは皆が承知
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している。人・農地プランはそれを活かす方
向で取り組むしかない。同時に、地域活性化
計画の必要性もありという声もある。

人・農地プランの地域計画化にあたり、今
一度、H村プラス入り作者の本音での話し合
いを重ね、村内に中心的経営体はいないとし
ても、H村として望むこと、できること、入
り作中心的経営体として「ここまで、いつま
ではできる」こと、H村に望むことを詰める
必要がある。

Ⅵ . まとめに代えて

1. 地域計画に取り組むインセンティブ

人・農地プランの政策は、民主党政権の
2010 年の包括的経済連携（TPP参加）にむ
けての「我が国の食と農林漁業の再生のため
の基本方針」に基づいて作成された。民主党
政権から自民党政権に引き継がれた数少ない
政策である。政策の前提は「中心的経営体」
に 5 年で耕地面積の８割を集積することであ
り、中心的経営体として平場 20 〜 30ha、中
山間 10 〜 20haとするもので、当時としては、
ウルトラ構造政策か民主党なりの集落営農育
成策か判断に迷うところがあった（拙稿

「『人・農地プラン』を地域農業に役立たせる
には」『季刊　地域』2012 年夏(第 10）号)。

同政策は集落や市町村で「地域農業マス
タープラン」を作るもので、仕掛けは今日と
ほぼ同様である。ただ、農地集積のための経
営転換協力金、分散錯圃解消協力金、規模拡
大加算、そして青年就農給付金等の助成措置
とリンクしていた。大きな違いは、それを受
けるには農地利用集積円滑化団体の利用を条
件づけられていたが、今回は農地中間管理機

構を通す点だ。円滑化団体の過半は農協が
なった。そのような農協の関与の有無、強弱
が決定的な違いと言える。

この人・農地プラン政策に基づいて、各地
域で同プラン作りが始まり、延々と今日に
至っている。開始は 10 年前のことであり、
三次市でもそれから年数件のペースでプラン
作りが追求されてきた。それは人・農地プラ
ンが、それなりに地域農政に根付き、地域か
ら必要なものとみなされてきたことを示唆す
る。

人・農地プランの地域での取組みは、既に
存在する中山間地域直接支払いや、今日の言
葉で言えば、多面的機能直接支払いの集落協
定のエリアをエリアとして、そこでの話し合
いの場を土台に追求されてきた。そのエリア
なり話し合いはまさに直接支払いの交付を受
けるためのものだった。

要するに、人・農地プランは、それ自体と
して、また中山間地域直接支払いとして、国
からの助成金を金銭的インセンティブとする
政策だった。そのことを踏まえると具体的イ
ンセンティブ抜きの地域計画化は、「地域の
ため」とは言え、困難が伴うことを示唆する。

確かな中心的経営体が複数存在し、彼らの
間での作り交換を通じて農地集約が実現でき
る地域では、中心的経営体は農地集約化によ
るコストダウンというメリットを享受するこ
とになるが、中山間ではそれを具体的メリッ
トにする可能性は乏しい。何らかの具体的メ
リットが地域普遍的に存在することが、確か
な呼び水になるのではないか。

甲奴法人は人・農地プランの取組みに当
たって、関連する助成措置を立ち上げ資金
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（機械導入等）に活用しつつ、集落営農法人
を立ち上げ、今また地域計画化を一つの契機
として、地元負担ゼロの基盤整備に取り組も
うとしている。地域が必要とする事業等をイ
ンセンティブとして地域計画化に取り組む好
例といえる。

2. 地域計画エリアの再検討

人・農地プランの今一つの問題は、10 年
前から取り組まれた政策ということだ。最長
で 10 年前の状況や必要性に応じて、中山間
地域直接支払い等の集落協定のエリアとして
決められた。この最長 10 年前の地域エリア、
中山間地域直接支払いのための集落協定のエ
リアそのままで、今日的な人・農地プラン、
その地域計画化に対応できるかという問題で
ある。甲奴町のU村は、7 集落にまたがる 3
集落協定を実質的に統合する形で甲奴法人の
立ち上げを行った。それは集落協定 20 年の
歴史の中間点における実質的再編と言える。

この 10 年は、2020 年農業センサスでも確
認されたように、かつてなく農家数が減り、
それ以上に史上最高の農地減少を生んだ 10
年だった。このような事態に、10 年前のエ
リア設定で対応できるかという問題がある。

「人・農地プランから地域計画へ」の政策展
開に当たっては、それぞれの地域での、この
最長 10 年の人・農地プランの成果と問題点、
とくにエリア範域の妥当性の検討が欠かせな
い。

中山間地域の具体的課題は、調査事例にみ
たように、農地集約よりも、地域農業の持続
性確保、そのための担い手確保である。その
点で広島県、三次市は集落営農法人の立ち上

げで先駆的な役割を果たしてきた。そのうえ
で、今、当面している課題は二つである。

第一に、集落営農法人を立ち上げられる地
域はほぼ立ち上げた（県の総数が横ばい化し
ている）。今、集落営農法人を立ち上げられ
ていない地域は、どのように中心的経営体を
確保するかの課題だ。もちろんなお集落営農
法人の立ち上げは追求されるべきであり、調
査事例でも甲奴法人の立ち上げは 2012 年と
広島では比較的遅かった。それでもいきなり
法人を立ち上げることができたが、そこでも
助成金を重要な立ち上げ原資としており、今
日では継続性に難儀している。

第二の問題は、中山間地域直接支払い、多
面的機能支払い等の集落協定のエリア、ある
いは集落営農法人のエリアをエリアとし、話
し合いと活動の母体として人・農地プランは
策定された。広島では農業集落は 10 戸に満
たず、集落営農法人も人・農地プランも大字

（藩政村）をエリアとしているものが多い。
しかるに今日に至り、前述のように、その

エリアが当面する課題に対して適切な規模か
という問題がある。集落営農法人も 10 年を
経る中でメンバーが高齢化し、代替わりも進
んだ（川西法人、神杉法人）。高齢化した法
人では、外部からの雇用を必要としている。
中山間地域直接支払いや多面的機能支払いも
受け取り、財政基盤もしっかりした川西法人
では、比較的小規模にもかかわらず、雇用は
可能だとしているが、高収益（集約）作物を
導入するとなると、専門に張り付く人が必要
であり、導入人材が耕種部門を常時担当する
わけにもいかず、複数人材の確保が必要にな
り、それにはそれなりの経営規模を要する。
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甲奴法人は加えて単独雇用は困難かも知れず、
大字全体での経営規模の確保が必要である。

他方で、75ha規模に至っている神杉法人は、
大字規模の三つのエリアにまたがって展開し
ており、それが三つの地域計画にまたがり、
それぞれの中心的経営体（の一つ）に位置付
けられ、それぞれの意向や要求に対応させら
れるのは効率性や統一性を欠くことになりか
ねない。その一方、三つのエリアの耕地条件
等の相違（例えば、中山間地域直接支払いの
対象である 2 大字と、平場のE大字）も結構
あるようではある。

それぞれの地域が、これまでに中山間地域
や多面的機能のエリアを決め、それを土台に
人・農地プランのエリアが地域計画のいわば
先行条件になっているなかで、最長 10 年が
経過し、元のエリアのままでよいのか検討し
てみる場を新たに設定してみる必要があるの
ではないか。幸い、それぞれの調査地には旧
村規模での地域住民組織があり、地域の話し
合いや行事の場になっており、それを活用す
る可能性もありうる。

農水省「地域計画策定マニュアル（案）」
（2022 年 12 月）には、島根県江津市の事例
として、「江津市は、…担い手不足の中、地
区毎の取組に限界を感じ、令和 3 年度には
45 地区を 9 エリアに統合区分し、各エリア
別にビジョン推進会議を設置」とある。その
なかで例示された中間農業地域の「都治・波
積広域ビジョン」は、地区内の耕地面積
51ha、中心的経営体 4（認定法人 3、認定就
農者 1）とある。

中山間地域の多い広島では、もともと農業
集落が小さく、法人設立や人・農地プランも

大字（藩政村）をエリアとするものが多かっ
たが、ケースにより、大字規模への拡大と、
超大字エリアへの拡大の求められているよう
な感じがする。

3. アンケート・話し合いの効果

吉舎町Ｈ村の事例は、そもそも村内に確か
な中心的経営体がおらず、人・農地プランの
試案にノミネートされた中心的経営体は村外
の者だった。

そのような村で、行政サイドはアンケート
調査を仕掛けた。結果は、村農業の持続性が
懸念される厳しいものであり、内部に中心的
経営体を有する人・農地プランの作成には
至っていない。しかしそこでのアンケートは、
行政側の努力とともに、多面的機能支払いや
中山間地域直接支払いの集落協定をとりまと
めた協議会の活動として行われ、その背後に
は自治振興会（自治防災会）の協力があっ
た。

アンケートは人・農地プランもにらんだも
のと思われるが、地域での課題は農地集積・
集約化そのものではなく、地域に居住する条
件をいかに確保するかだった。その点は甲奴
法人の場合も同様で、法人の立ち上げの理由
は、地域に住み続ける条件の確保だった。逆
に言えば、そのような課題があるからこそ、
人・農地プランをにらんだアンケート調査に
も応じたと言える。人・農地プランは「地域
農業マスタープラン」として出発したが、実
は「地域づくりマスターブラン」でもあっ
た。

そしてアンケートを行った結果は、繰り返
しになるが、今まで、例えば隣人はおろか、
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身内にも相談できず、独りで悩んできた「農
地をどうするか」という問題について、相談
できるきっかけ、話し合いきっかけができ、

「重い荷物が軽くなった」と言う効果があっ
た。いわば人・農地プランの「話し合い効
果」である。

そのうえでしかし、村内にめぼしい中心的
経営を確保できない状況に変わりはない。そ
こで 2 つの課題がでてきた。第一は、地域活
性化計画への取組みの可能性である。「重い
荷物を軽く」するためにも守るべき農地の範
囲を明確にし、粗放利用との調整を行う可能
性を模索する。

第二は、村外からの中心的経営の支援であ
る。県の 2025 年広島県農林水産業新規アク
ションプログラムでも、新規就農者等の新た
な担い手の確保・育成は 5 本柱の一つだっ
た。

調査でも、G社、N社の関与が甲奴法人、
吉舎町でみられた。このような地元の若い農
業者による株式会社形態の法人設立が散見さ
れるようである。

しかしH村の事例では新たな問題が指摘
された。過疎化と農業衰退で鳥獣害が増える
中で、地元に住んでいない農業者は鳥獣害の
見張りができず、被害を受けやすいという点
だ。これまで水管理と畔草刈りについては、
分担や費用負担のルールがそれなりに作られ、
相場も形成されてきた。鳥獣害についても、
地権者や地元住民による何らかの関与のルー
ルができないものか。それを中山間地域での
人・農地プランの新たな検討課題にできない
か。

4. 農協等の関与

本政策の立案にあたっては、行政ルートを
基本とし、実働部隊として農業委員会系統が
重視され、農協は、当初は「伴走機関」と呼
ばれるなど、農作業受託の主体に位置付けら
れはしたものの、脇役扱いだった。

しかし中山間地域においては、農地そのも
のではなく、まずは人、担い手の確保と経営
持続であり、それあっての農地だった。そも
そも県の人・農地プラン担当は就農支援課
だ。そして人や経営の支援に力点を置くのは
農協も同じであり、県農政の焦点である集落
営農法人間連携においても、三次市では農協
が中核をにぎった。すなわち「JA三次集落
法人ネットワーク」であり、神杉法人、川西
法人もそのメンバーになっている。

また新規就農についいても「（株）アグリ
三次」は農業研修に力点を置き、そのことが
市農業振興プランにも位置付けられている。
吉舎町で、H村のアンケート結果が報告され
た「吉舎町担い手支援推進チーム会議」

（人・農地プラン作成の現地部隊会合に当た
る）に、農協も参加したようだが、中心的経
営体を欠く地域で農協が農業経営を担う可能
性も検討されうる。
「人・農地プランから地域計画へ」政策が、

農地にストレートに迫ろうとすると、とくに
中山間地域にあっては地域の実態・問題・悩
みとずれる可能性がある。人・経営の確保と
いう観点から、農協、土地改良区、地域住民
自治組織等の広範な実質的参画が不可欠であ
る。そのことは各種文書にもれなく触れられ
てはいるが、言葉を実践に移す必要がある。
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（あとがき）
調査に当たっては、各集落営農法人、広島

県就農支援課、広島県森林整備・農業振興財
団農地管理部、三次市農政課、同農業員会、
同支所地域づくり係の各担当者の甚大な協力
を得たことに感謝したい。調査は筆者の他、
全国農地保有合理化協会の井上暢朗、溝口重
治、松田健佑が担当した。
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